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新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた貸金業法施行規則の一部改正について 

 

令和 2年 3月 16日に、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた「貸金業法施行規則

の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、金融庁から別添「新型コロナウイルス感

染症の発生を踏まえた貸金業法施行規則の一部改正について」のとおり周知要請がありま

した。 

貸金業者代表者の皆さまにおかれましては、今回の貸金業法施行規則改正の趣旨及び金

融庁から示された貸金業法施行規則の解釈をふまえ、新型コロナウイルス感染症の患者等

の資金需要や条件変更の申し出などの相談にきめ細かく丁寧に対応して頂きますよう、役

職員の皆さまへの周知をお願いいたします。 

 

 

【掲載場所】 

■金融庁ウェブサイト 

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」について 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/kashikin/20200316/20200316.html 

※リンクをクリックしてもサイトに移動しない場合は、上記 URLをコピーの上、直接入

力して下さい。 

 

 

 

以 上 

 

 

 本件に関する照会先 

日本貸金業協会 会員業務部 

TEL 03-5739-3014 
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